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２　条例施行に伴う平成29年度事業の実施について

・　・施行

年度

⑤　例えば、65歳～69歳は半額にするような折衷案もあるのではないか。

出席者

①　11月１日の「本部会」及び11月４日の政策会議で決定した見直し内容について、そ
の後の事務調整中で修正した事項は資料１のとおり。ＷＧ会議では了承済である。

資料１　本部会以降の修正点

④　高齢者を「70歳以上」とすることについて、福祉施策との整合が十分でない。
　⇒積極的に体を動かすという趣旨からスポーツ施設を中心としており、都市公園条例
上の規定に整合させた。また、使用料収入に与える影響も少ないことも勘案した。
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資料２　条例施行に伴う平成29年度事業に実施について
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１　公共施設の利用者負担の見直しについて（修正内容の協議）

開催日時

②　貸出物品の使用料の算定基準はあるか。
　⇒ＷＧ会議では算定基準案を示しており、運用に当たっては、今後、各施設の貸出物
品を抽出しながら、更新や修繕の時期を見極めていくことになる。
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１　公共施設の利用者負担の見直しについて（修正内容の協議）

⑥　高齢者の定義について課題が出たが、それ以外の修正内容については、ＰＴとして
了承ということとしたい。

③　子ども（を含む団体）の専用利用を減免する方針があるが、高齢者の専用利用につ
いては検討しないのか。
　⇒子どもを含む利用は、子どもへの指導・教授行為があることを条件とする予定であ
り、申請内容からも確認は比較的容易であると考えるが、70歳以上の利用者が含まれる
ことをその都度確認することは現場の事務を煩雑化させるという点も考慮している。

①　今年度まで実施してきた「低利用時間帯の有効活用」と「子ども無料化」につい
て、条例案では制度化しているが、条例の施行時期に関わらず、平成29年度も実証実験
として継続したい。内容は資料２のとおり。
②　今年度の「子ども無料化」の結果はＰＴに報告されているか。
　⇒現在精査中である。
③　「低利用時間帯の有効活用」について、施設所管課からの意見は出ているか。
　⇒実施継続について特段の意見は出ていない。
④　事業実施案について、ＰＴとして了承ということとしたい。
３　その他
①　ＰＴ・ＷＧ間の議論の調整が十分でない面がある。フィードバックや情報の共有は
適切に行って欲しい。



③　各施設の関係団体からの意見に対する回答や対応はどのようか。
　⇒一覧表にして施設所管課には送付し、関係団体へのフィードバックを依頼してい
る。例えば、「公民館大会議室の２分の１面使用」など、意見を踏まえて見直し案では
見送った事項もある。関係団体にフィードバックする以前にホームページ等で公表する
ことは適切でないことから、個別の団体の意見については現時点で公表していないが、
一般的な内容や重複する内容は「Ｑ＆Ａ」としてホームページで公表している。

備考

②　以前にＷＧで議論されていた減免ガイドラインの取扱いはどのようか。施設所管課
によっては案としてのガイドラインが都合の良い使われ方をしている。
　⇒減免の原則は方針の中でも示しており、各施設で原則に従って規定を再確認すれば
良いため、ガイドラインで明文化することにより、逆にそれに必要以上に拘束されるこ
とを懸念している。ＷＧは条例の施行後も継続するので、事例を共有するなどして適切
な運用を図っていきたい。このことは改めて施設所管課にも周知したい。


